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例 4：現状や課題の記入例 

d 運転者対策の推進（警察庁） 

  ・ 飲酒運転等の悪質性・危険性の高い運転に起因する交通死亡事故は、

減少傾向にあるものの、依然として多い。 

  ・ 高齢社会の進展に伴い、高齢運転者による交通事故の増加が懸念 

 

（出典）平成 27 年度警察庁事前分析表より抜粋 

 

e 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施（法務省） 

  ・ 刑務所再入所者に占める無職者の割合は依然として高い割合で推移 

  ※刑務所再入所者のうち、無職者が占める割合は、最近 10 年間において増

加傾向が続いており 73％となっている。（「再犯防止に向けた総合対策」

（平成 24 年 7 月犯罪対策閣僚会議）） 

  ・ 測定指標：刑事施設における職業訓練の充実度 等 

 

 

（出典）平成 27 年度法務省事前分析表より抜粋  
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（3）測定指標の定量化等 

 「測定指標」については、ガイドラインにおいて「原則として「達成すべき

目標」に関し達成すべき水準が数値化されている測定指標を記入する。数値化

が困難な場合は、定性的なものであっても可」とされており、現行では各府省

で、約 7 割の測定指標が定量化されている。 

 経済財政運営と改革の基本方針 2015 において「行政に対する定量的な評価に

係る取組が十分でない」、平成 27 年度の行政事業レビュー実施要領においても

「成果目標は指標を用いてできる限り定量的に示すこと」と定められるなど、

定量的評価が求められており、定量化が不十分な指標については引き続き定量

化を図るべきである。 

 一方で、例 5 のように、測定指標の定量化の難しさが顕在化してきている施

策も見受けられ、このような施策については、その特性に応じて定性的評価も

活用していく必要がある。 

 また、測定指標を補う参考指標を活用している施策は全施策数の約 4 分の 1

を占めており、測定指標だけでは、施策を網羅的に評価することが困難な場合

も考えられるため、例 6f 及び g のように必要に応じて測定指標を補完する参考

指標を活用することが有益であると考えられる。 

 

例 5：外務省政策評価アドバイザリー・グループ第 22 回会合議事録抜粋 

 複雑な要素が絡む外交政策では、数値で効果を測る定量的な評価はなじみに

くいとの点である。要人往来数、二国間会談数等の定量的な指標を設けている

が、こうした指標は外交政策の進捗の一側面しか示さないものが多い。このた

め、当省の政策評価においては、定性的な測定指標による評価が中心となって

いる。 

 

例 6：参考指標を活用している施策 

f 観光立国を推進する（国土交通省） 

  ・ 参考指標：訪日外国人の満足度 等 

 
（出典）平成 27 年度国土交通省事前分析表より抜粋  
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g 競争政策の広報・広聴（公正取引委員会） 

  ・ 参考指標：セミナー参加者の内容理解度や満足度 

 

（出典）平成 27 年度公正取引委員会事前分析表より抜粋 

 

Ⅲ．今後の取組 

 目標管理型評価ワーキング・グループは、引き続き、政策評価を政策の見直し・

改善に資するものとすることを主眼として、「施策の特性に応じた評価」、「目標等

を設定するまでのプロセス（因果関係）の明確化」及び「測定指標の定量化等」の

各フィジビリティの検証など、各府省の実情を踏まえながら必要な改善方策の検討

を行う。 
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参考 

 

 

◎経済財政運営と改革の基本方針 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）（抄） 

［Ⅲ］公共サービスのイノベーション 

行政に対する定量的な評価、評価に基づく業務の効率化に係る取組が十分でなく、

それらに関する情報開示も遅れていることを踏まえ、「公共サービスの徹底した見え

る化（現状、コストと政策効果）」、見える化された情報を用いた「エビデンスに基づ

くＰＤＣＡの徹底」、「マイナンバー制度の活用やＩＴを活用した業務の簡素化・標準

化」を 3本柱として、重点的に取り組む。こうした取組により、行財政改革の遅れて

いる国の機関、自治体等の取組を促すとともに、企業等による新サービスの創出を促

進する。 

（公共サービスの現状、コスト、政策効果等に関する徹底した見える化） 

現状では、データ情報の形式の制約等から行政コスト等について予算・決算ベース

での横断的分析や時系列分析を行うことが困難なものもある。各府省庁、各自治体の

行政経費やストック情報等を比較できるよう、誰もが活用できる形での情報開示を集

中改革期間内に抜本的に拡充する。 

（エビデンスに基づくＰＤＣＡの徹底）  

上記の徹底した見える化によって明らかにされる情報等に基づき、各府省庁は行政

事業レビュー等において、歳出改革の効果に関する評価をはじめ、各事業の厳格な評

価を行うとともに、その結果を公表する。さらに、評価の翌年度予算の要求に際して

は、評価結果をどのように反映したか整理し公表する。  

 

◎世界最先端 IT 国家創造宣言（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）（抄） 

4．IT を利活用した公共サービスがワンストップで受けられる社会 

（前略）データ駆動型の行政運営に取り組み、革新的かつ透明性の高い電子政府

の実現を目指す。今後、政府においては、組織や業務の壁を越えた分野横断的なデ

ータの利活用を含め、データを駆使した行政運営を強化し、政策企画や評価の高度

化、サービスの品質向上、行政運営の効率化を図る。 

 

◎行政事業レビュー実施要領（平成 27 年 3 月 31 日行政改革推進会議改定）（抄） 

 第 2 部 事業の点検等 

  1 レビューシート（行政事業点検票）の作成及び中間公表 

  （2）レビューシートの作成 

   ② レビューシートの作成に際しては、以下の点に特に留意するものとする。 

   ア 成果目標は事業の効果検証に極めて重要であることから、成果目標及び成

果実績（アウトカム）の記載に際しては、以下によることとする。 

      ｃ 成果目標は指標を用いてできる限り定量的に示すこと。 
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